
Change,Challenge,Chance

不適正処理等の公表について

令和７年度第４四半期（令和８年1月～3月）
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第１ はじめに

内部統制の取組の一環として、全ての業務の不適正処理等※の対応及び再発防止策を

含めて公表することにより、情報公開を進め、説明責任を果たすことを目的として

います。

※ 不適正処理等とは、不適正処理、事故及び誤処理を指す。



2Change,Challenge,Chance

第２ 総評

第4四半期における事故又は誤処理の件数総計は、28件（前四半期比+11件）と増加しました。

「レセプト等の誤送付・紛失等」に係る事案は、「郵便局による誤配達」が15件（前四半期比＋9

件）と増加したことに伴い、23件（前四半期比＋13件）と増加しました。

「郵便局による未到着・誤配達」については、誤配達が発生した郵便局宛てに、確実な配送と当該

郵便局が策定した再発防止策の取組を徹底していただくよう申し入れており、引き続き、再発防止策

の徹底及び定着状況を注視し、根絶を目指してまいります。

また、「各種システムの登録誤り」については、原因を明らかにし登録時の観点や確認項目を明確

にした上で、職員に周知しています。

令和７年度第４四半期（令和８年１月～３月） の状況
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区分 項目名

令和７年度第４四半期 （参考）令和７年度第３四半期 前
四
半
期
比

総
計

総
計１月 ２月 ３月 １０月 １１月 １２月

１ レセプト等の誤送付・紛失等
２３ (1) 5 (0) 11(1) ７(0) １０ (2) 2 (0) 6 (2) 2 (0) １３ (▲1)

① 誤送付
（書類・画像データ） ８ (0) ２(0) ２(0) ４(0) 4 (1) 1 (0) １(1) 2 (0) ４(▲1)

② 紛失
０ 0 ０ 0 ０ 0 ０ 0 ０

③ 未到着・誤配達
１５ (1) 3 (0) ９(1) ３(0) 6 (1) 1 (0) ５(1) 0 ９ (0)

2 システム障害
2 0 ０ 2 1 0 1 0 １

3 情報セキュリティインシデント
0 0 0 0 0 0 0 0 ０

4 各種システムの登録誤り
1 0 0 1 4 2 0 2 ▲３

5 請求支払に影響のある誤り
1 0 1 0 2 1 0 1 ▲１

6 その他
1 0 0 1 0 0 0 0 １

総計
２８ (1) ５(0) 12(1) 11(0) １７ (2) ５(0) ７(2) ５(0) １1(▲1)

第３ 不適正処理等の件数

表中の（ ）書きの件数は、個人情報保護委員会への報告対象件数

令和７年度第４四半期（令和８年１月～３月）の事例項目別集計（月別） （単位：件数）
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第３ 不適正処理等の件数

区分 項目名 説明

1 レセプト等の誤送付・紛失等

・ 医療機関及び保険者等へ送達するレセプト・帳票を、誤って異なる宛先に
送付・送信する事案

・ 支払基金が受付を行ったレセプト等を紛失した事案
・ 送付物の未到着等、運送業者による誤配達に関する事案

2 システム障害
支払基金で運用している各種システムの障害により医療機関及び保険者等

外部関係者への情報提供等に影響を及ぼした事案

3 情報セキュリティインシデント
外部からの侵入等により支払基金の情報システム内に保有する電子データ

が情報流出等となった事案

4 各種システムの登録誤り
・ 各種システムに登録した情報の誤り等の事案
・ 関係団体と調整が必要になる情報の登録誤り等の事案

5 請求支払に影響のある誤り
請求支払に影響する誤処理のうち、通常の再審査処理で対応できず個別に取

り扱う事案

6 その他 前１から５以外の業務上の事案

不適正処理等の項目名の説明
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第４ 不適正処理等の内容とその対応及び再発防止策

件名 拠点名 内容とその対応及び再発防止策

医療機関等への送付物
の誤送付

岐阜事務局

愛知センター

京都事務局

（3件）

● 送付物の送付先の変更依頼があった医療機関等に対して、変更前の住所に送付しまし

た。

原因は、変更後の住所での宛名ラベル作成がされなかったこと、また、封入確認時に 

おいて確認が不十分でした。

◇ 送付先が変更となった医療機関等については、封筒に封入した後に送付先住所等を二 

人一組で読み合わせを行います。

また、医療機関等の宛名ラベルを作成する際は、宛先のダブルチェックを徹底します。

 起因者：職員/影響範囲：3医療機関等

保険者等への送付物の
誤送付

埼玉センター

（1件）

● 保険者宛て発送処理において、保険者から、別の保険者の請求関係帳票が送付されて

いる旨の照会があり、他の保険者宛てに誤送付したことが判明しました。

原因は、発送処理の封入及び封かん作業時において、宛名ラベルと送付物の保険者番

号及び保険者名称の確認が不十分でした。

なお、誤って送付した保険者に謝罪の上、当該送付物を回収し、正しい送付先の保

険者に手交しました。

※ 当該請求関係帳票については、紐で結わえた状態で連絡があり、送付物の中に含

 まれていたレセプト及び請求関係帳票が閲覧されていないことを保険者に確認済み

◇ 保険者発送処理において、宛名ラベルと送付物の保険者番号及び保険者名称の確認を

徹底します。

起因者：職員/影響範囲：1保険者

「内容とその対応及び再発防止策」欄 ●不適正処理等の内容とその対応 ◇再発防止策

１ レセプト等の誤送付・紛失等（1／5）・・・２３件
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第４ 不適正処理等の内容とその対応及び再発防止策

１ レセプト等の誤送付・紛失等（2／5）

「内容とその対応及び再発防止策」欄 ●事故・誤処理の内容とその対応 ◇再発防止策

件名 拠点名 内容とその対応及び再発防止策

公費実施機関等への送
付物の誤送付

北海道センター

（1件）

● 公費実施機関宛て発送処理において、公費実施機関から請求関係帳票が送付されてい

ない旨の照会があり、誤送付が判明しました。

原因は、業務繁忙期であり、例月に比べて処理にあたった人数が少人数であったこと、

発送作業に不慣れな担当者が組み合わせを行ったことによる宛名レベルと送付物の確

認不足でした。

なお、誤って送付した公費実施機関から送付物を回収し、正しい送付先に謝罪の上、

公費実施機関宛てに送付しました。

◇ 発送処理において、宛名ラベルと送付物の確認を徹底します。

また、管理職は発送作業の適正な人員及び時間の確保を行うとともに、進捗確認を徹

底します。

起因者：職員/影響範囲：1公費実施機関

青森事務局

（1件）

● 公費実施機関宛て発送処理において、県庁から請求関係帳票が送付されていない旨の

照会があり、誤って公費実施機関に送付したことが判明しました。

原因は、発送処理の帳票の分類時に、公費実施機関に送付すべき帳票を抜き取るべき

ところ、誤って県庁に送付すべき請求帳票も抜き取ってしまいました。

なお、誤って送付した県庁の担当部署に謝罪の上、当該送付物を回収し、正しい送付

先の公費実施機関宛てに送付しました。

◇ 県庁宛てに送付する請求関係帳票と市町村宛てに送付する請求関係帳票がある公費実

施機関については、確認者とは別の者による最終確認を実施し、再発防止を徹底しま

す。

起因者：職員/影響範囲：1公費実施機関
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第４ 不適正処理等の内容とその対応及び再発防止策

１ レセプト等の誤送付・紛失等（3／5）

「内容とその対応及び再発防止策」欄 ●不適正処理等の内容とその対応 ◇再発防止策

件名 拠点名 内容とその対応及び再発防止策

公費実施機関等への送
付物の誤送付

鳥取事務局

（1件）

● 公費実施機関宛て発送処理において、公費実施機関から請求関係帳票が送付されてい

ない旨の照会があり、他の公費実施機関宛てに誤送付したことが判明しました。

原因は、発送処理において、宛名ラベルと帳票の実施機関が異なることに気付かず、

別の公費実施機関に送付しました。

なお、誤って送付した公費実施機関に謝罪の上、当該送付物を回収し、正しい送付先

の公費実施機関に手交しました。

◇ 発送処理において、宛名ラベルと送付物の確認を徹底します。

起因者：職員/影響範囲：1公費実施機関

長崎事務局

（1件）

● 公費実施機関担当者より、医療機関情報データ契約書の2部のうち1部が違う実施機

関のものであるとの連絡を受けました。

原因は、年に一度の契約関係書類の送付であったため、確認者が不慣れであったこと、

また、契約書に添付する書類が多くあったことにより確認が十分にできていませんで

した。

◇ 担当者が確認者へ契約関係書類を引き継ぐ際には、書類ごとの確認箇所の説明を行っ

た上で、宛名ラベルと書類の送付先が一致していることの確認を徹底します。

起因者：職員/影響範囲：1公費実施機関
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第４ 不適正処理等の内容とその対応及び再発防止策

１ レセプト等の誤送付・紛失等（4／5）

「内容とその対応及び再発防止策」欄 ●不適正処理等の内容とその対応 ◇再発防止策

件名 拠点名 内容とその対応及び再発防止策

医療機関等への送付物
の郵便局の誤配達

栃木事務局(2)

群馬事務局

埼玉センター(2)

東京事務局

京都事務局

奈良事務局

岡山事務局（2）

広島センター

（11件）

● 医療機関等宛て発送において、送付物の誤配達が発生しました。

原因は、郵便局による宛名と配達先の確認が不十分でした。

なお、誤って配達された医療機関等へ出向き謝罪の上、送付物を受け取り、正しい

送付先の医療機関等へ手交しました。

◇ 誤配達が発生した郵便局に対して誤配達事案の報告書を求め、郵便局が示した再発

防止策を徹底するよう申し入れています。

      さらに日本郵便株式会社（本社）に対しても誤配達の件数や郵便局から示された再

発防止策を情報共有し、本社から全ての郵便局へ事案の周知を行い、要配慮個人情報

漏えいのリスクがある支払基金からの送付物の取扱いに留意するよう申し入れていま

す。

起因者：郵便局/影響範囲：11医療機関等

保険者等への送付物の
郵便局の誤配達

山口事務局

（1件）

● 保険者等宛て発送において、送付物の誤配達が発生しました。

原因は、配達業者による宛名と配達先の確認が不十分でした。

なお、誤って配達された保険者に謝罪の上、送付物を受け取り、正しい送付先の保

険者に手交しました。

◇ 誤配達が発生した配達業者に対して誤配達事案の報告書を求め、配達業者が示した

再発防止策を徹底するよう申し入れています。

起因者：配達業者/影響範囲：1保険者
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第４ 不適正処理等の内容とその対応及び再発防止策

１ レセプト等の誤送付・紛失等（5／5）

「内容とその対応及び再発防止策」欄 ●不適正処理等の内容とその対応 ◇再発防止策

件名 拠点名 内容とその対応及び再発防止策

医療機関等への送付物
の未到着

千葉事務局

東京センター

新潟事務局

（3件）

● 医療機関等宛て発送において、送付物の未到着が発生しました。

未到着との連絡を受け、支払基金、医療機関等及び郵便局において、捜索を実施しま

したが、発見には至っていません。

（未到着の事案に対する漏えいの事実はこれまでも一切ありません。）

◇ 配送業者へ引き渡した送付物については、業務処理標準マニュアルに定める送付数の

一致を確認し、確実に引き継いでいることから、郵便局へ確実に配達するよう申し入

れています。

起因者：郵便局/影響範囲：3医療機関等
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第４ 不適正処理等の内容とその対応及び再発防止策

件名 拠点名 内容とその対応及び再発防止策

延長されるべき同意有

効期限が延長されてい

ない事象

本部

（１件）

● 医療機関等において、資格情報および患者から取得した同意に基づく医療情報等が閲

覧できない事象が発生しました。

原因は、オンライン資格確認等システムにおいて、同意の有効期限延長を更新する

処理で使用しているメモリ容量が、データ量の増加に伴い不足したことにより、当該

処理が停止したためでした。

なお、医療機関等向け総合ポータルサイトにて謝罪および事象の概要・解消状況に

ついてお知らせを掲載しました。

◇ 不備があったシステムのメモリ容量に関する設定値を修正するとともに、関連する処

理についても横断的に調査を行い、データ量の増加に伴いメモリ容量が不足すると思

われる箇所を確認し、適正な値へ見直しを行いました。

起因者：システムの運用保守事業者／

影響範囲：1,630医療機関等（3,232人分のデータ）

電子処方箋の利用開始

申請及び終了申請でエ

ラー画面が表示される

事象

本部

（１件）

● 医療機関等が医療機関等向け総合ポータルサイトにて電子処方箋の利用開始申請及び

利用終了申請を行った際、エラーが発生して当該申請が完了しない事象が発生しまし

た。

原因は、当該ポータルサイトのシステム改修時に一部のプロブラムを誤って適用さ

せてしまったためでした。

なお、該当医療機関等には電子メールにて謝罪および事象の概要・解消状況をお知ら

せするとともに、医療機関等向け総合ポータルサイトにお知らせを掲載しました。

◇ 誤って適用されたプログラムの改修を行いました。

起因者：システムの運用保守事業者／影響範囲：79医療機関等

２ システム障害 ・・・２件

「内容とその対応及び再発防止策」欄 ●不適正処理等の内容とその対応 ◇再発防止策
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第４ 不適正処理等の内容とその対応及び再発防止策

４ 各種システムの登録誤り ・・・１件

件名 拠点名 内容とその対応及び再発防止策

医療機関等情報の登録

誤り

愛知事務局

（1件）

● 経営主体を「法人」として届出した医療機関等について、システムに経営主体を「個

人」で登録していたことが判明しました。

原因は、確認者及び承認者が、登録チェックシートにおいてポイントとしている「経

営主体」を意識した確認が不十分でした。

なお、当該医療機関に謝罪の上、経営主体を「法人」に変更登録し、誤って徴収した

源泉徴収税額について、振込により返還しました。

◇ 登録者は、経営主体が法人の場合は、確認者とポイントを共有するため、登録原票に

マーカー等で印を付し、確認者へ引き継ぎます。

確認者及び承認者は、登録原票と登録内容について、チェックシートに基づく確認を

徹底します。

起因者：職員/影響範囲：1医療機関

３ 情報セキュリティインシデント・・・0件

不適正処理等は発生していません。

「内容とその対応及び再発防止策」欄 ●不適正処理等の内容とその対応 ◇再発防止策
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第４ 不適正処理等の内容とその対応及び再発防止策

件名 拠点名 内容とその対応及び再発防止策

重複請求 東京センター

（1件）

● 令和8年2月の医療機関からの請求において、通常月の約3倍にあたる重複請求が発生

しました。

原因は、医療機関の担当者が過去請求分（令和6年12月診療分）のレセプトを誤って

重複して請求しました。

◇ 支払基金における重複請求のチェックについては、過去6か月分を対象にしているこ

とから、当該医療機関には支払基金への請求時に、過去請求分の請求が含まれていな

いか確認を依頼しました。

起因者：職員/影響範囲：119保険者

５ 請求支払に影響のある誤り  ・・・１件

「内容とその対応及び再発防止策」欄 ●不適正処理等の内容とその対応 ◇再発防止策



13Change,Challenge,Chance

２

1

第４ 不適正処理等の内容とその対応及び再発防止策

６ その他 ・・・１件

「内容とその対応及び再発防止策」欄 ●不適正処理等の内容とその対応 ◇再発防止策

件名 拠点名 内容とその対応及び再発防止策

「審査情報提供事例

（医科）を追加」のプ

レスリリースの総公表

事例数の記載誤り

本部

（1件）

● 2月25日にホームページで公開したプレスリリース「審査情報提供事例（医科）（医

薬品の適応外使用事例）」の総公表事例数に誤りがあることが判明しました。

（誤）320事例 （正）335事例

原因は、2月25日に新たに公表した15事例を加え、手作業にて修正したファイルを作

成し、確認を了したが、同じファイル名であった修正前のファイルをホームページに

掲載する担当課へ引き継いだこと、また、部内での決裁を失念したためでした。

なお、事例数を修正の上、プレスリリースを差替えました。

◇ ファイル名に更新日時を入れてフォルダを分けて保存することにより、誤ったファイ

ルの引き継ぎを防止するとともに、手作業による記載誤り防止の観点から、総公表事

例数を元データから自動反映する方法へ変更します。

また、部内決裁を確実に実施するとともに、引き継ぐファイルを決裁者の最終確認に

より引き継ぎます。

起因者：職員／影響範囲：プレスリリース閲覧者
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第５ 不適正処理等の件数の推移

令和７年度（令和７年４月～令和８年３月） 事例項目別集計（月別）の推移
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第６ 不適正処理等の事例項目別集計

令和７年度第４四半期（令和８年１月～３月） 事例項目別集計（拠点別）
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第７ 不適正処理等の原因項目別集計

令和７年度第４四半期（令和８年１月～３月） 原因項目別集計

※（ ）内は、不適正処理等の件数

項目名

原因

計確認不足 認識不足 管理不備 その他

１ レセプト等の誤送付・
紛失等

8 0 0 15 23

２ システム障害 0 0 0 2 2

３ 情報セキュリティインシ
デント

0 0 0 0 0

４ 各種システムの登録誤り 1 0 0 0 1

５ 請求支払に影響のある誤り 1 0 0 0 1

６ その他 1 0 0 0 1

計 11 0 0 17    28
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